
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人江尻平八郎の上告趣意は、違憲をいうが第一審判決挙示の証拠特に第一審

証人Ａ、同Ｂの各証言及び被告人の副検事に対する第三回供述調書を綜合すれば本

件賍物知情の点を認定し得ること原判示のとおりであつて所論のように単なる推測

によつて犯罪事実を認定したものではないから憲法一四条、三七条違反の主張はそ

の前提を欠き、また被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしないことが直ちに憲法三

六条に違反しないこと当裁判所屡次の判例とするところであるからこの点の論旨は

採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。
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